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○

離婚の慰謝料

Q ●
● 私たち夫婦は、性格の不一致で離婚す

ることになりました。子供の養育や慰謝料の

ことで話し合いを進めていますが、離婚の際

にもらう慰謝料にも税金がかかるのでしょう

か°

ヱヘ：相当額であれば、原則として課税され

ません。

【解説】

民法では、離婚をした者の一方は、相手方

に対して財産の分与を請求することができる

ことになっています。

財産分与は、一般的に夫婦間における財産

関係の清算といわれていますので、原則とし

て贈与により取得した財産とはなりません。

ただし、慰謝料に贈与税を課税されないた

めには、慰謝料であるという証拠を残してお

かなければなりません。そのためには、離婚

に伴う財産分与、慰謝料、養育費などを取り

決めた文書を作成し、できれば公証人役場で

確定日付を押してもらうのがよいでしょう。

ちなみに、文書などの証拠があっても、そ

の取得した財産の額が婚姻中の夫婦の協力に

よって得た財産の額その他の一切の事情を考

慮しても、なお過大であると認められる場合

には、その過大と認められる部分について贈

与税が課税されますし、また、離婚を手段と

して贈与税や相続税を免がれようとしたと認

められる場合には、その離婚により取得した

財産全額に贈与税が課税されることになりま

す 0
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